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１２月２６日、本部は１月末で期限となる、３６協定に関して申し入れを行いました。
この間、３６協定違反の根絶はもとより、時間外労働削減、適正な労働時間管理を 

労使の共通認識として解決に向けて取り組んできました。しかしながら、今締結期間中
において八王子支社、高崎支社で相次いで３６協定違反が発生し、他支社においても
３４条違反が発生するなど、早急に対策を打ち出し解決を目指さなければなりません。 
さらに、企画部門においては時間外労働に歯止めは掛からず、不払い労働の強制や

パワーハラスメントなど違法な労働時間管理の事象についても明らかになっています。   
２０１６年度には、労働基準監督署による本社への臨検監督をはじめとして、現場に

も労働基準監督署の立ち入りが行われており、この事は不適切な労働時間管理の実態
を明らかにする証左とも言えます。安全な鉄道事業を運営するために「安全と健康」の
両立は必要不可欠であり、要員問題の解決に向け本部は交渉を行います。

 

 


